大学院博士・博士後期課程指導教員　殿


学務部学生支援課経済支援係〔ゆめ奨学金担当〕


ゆめ奨学金申請に係る意見書について（依頼）


徳島大学ゆめ奨学金について、徳島大学ゆめ奨学金選考要領第３第２項において、申請の前年度に留年した者又は標準修業年限を超えた者（病気、留学等特別の事由があると認められる者で標準修業年限超過の期間が１年以内のものを除く。）は、選考対象としない旨規定していますが、本人の事情によらない理由による場合等については特別の事由に該当するものとし、指導教員の意見書を以て、申請を受け付けることとします。
ついては、ご多用の折、恐れ入りますが、別添「ゆめ奨学金申請に係る意見書」に、本人の事情によらない理由による留年等の事由をご記入いただき、封筒に厳封の上、当該学生にお渡しくださるようお願いいたします。


	【参考：徳島大学ゆめ奨学金選考要領（抜粋）】
第３　－（略）－
２　申請の前年度に留年した者又は標準修業年限を超えた者（病気、留学等特別の事由があると認められる者で標準修業年限超過の期間が１年以内のものを除く。）は、選考対象としない。









【本件担当】
学務部学生支援課経済支援係〔ゆめ奨学金担当〕
E-mail：kyseikatuk@tokushima-u.ac.jp
TEL 088-615-4470　内線 (82)7090



ゆめ奨学金申請に係る意見書

令和8年　　月　　日

徳島大学長　殿


	


職　　　　名
	


指導教員氏名　　　　　　　　　　　　　

　下記学生が、令和8年度徳島大学ゆめ奨学金の申請に際し、申請の前年度に留年又は標準修業年限を超えることとなった事由は、下記「４ 事由」に記載のとおりです。

記

	



１　学生氏名

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



２　学生番号

	専攻

	第　　　　年次
	


	研究科
教育部

	コース



３　所　　属　
　



４　事　　由
	















